
高齢受給者証の負担割合について 

 

国民健康保険高齢受給者証の交付を受けた皆様の医療費の窓口負担は、所得の状況に
応じて、２割又は３割の負担となります。 

国保加入者の構成が変更となった場合の負担割合は、変更の翌月から適用されます。 

  負担割合は下記の判定基準で決定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
※1 住民税の課税所得とは、住民税計算に使用される所得の合計額から各種控除金額を

差し引いた金額です。 
※2 収入金額とは各種控除、経費等を差し引く前の金額です（所得額ではありません）。 
 

○負担割合の判定時期と住民税の課税所得対象年度 

判定時期 住民税の課税所得対象年度 

令和６年 8月～令和７年 7月 令和６年度（令和５年中の所得） 

 
○令和５年 12月 31日現在に、次の条件に当てはまる方は、住民税の課税所得金額からさらに調
整控除を差し引いた金額で判定します。 

条 件 調整控除の金額 

・被保険者本人が世帯主である。 
・同じ世帯に 19歳未満の国保加入者（合
計所得が 38万円未満）の方がいる。 

16歳未満の国保加入者数×33万円 
16歳以上 19歳未満の国保加入者数×12万円 

 

○70歳から 74歳の国保被保険者がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計が 210

万円以下の場合も 2割の自己負担となります。 

 

同じ世帯の７０歳から７４歳までの国保加入者の住民税の課税所得※１は、各々１４５万円未満ですか？ 

７０歳から７４歳までの国保加入者の人数は？ 

１人 ２人以上 

収入金額※２の合
計は、３８３万円
未満ですか？ 

同じ世帯の７０歳から７４歳まで
の国保加入者の収入金額※２の合
計は、５２０万円未満ですか？ 

 
２割 

申請により２割 
（申請が必要と思われる方には、申請書を送付しています。） 

はい いいえ 

はい 

同じ世帯に旧国保加入者（国民
健康保険から後期高齢者医療
保険に移行された方）は、いま
すか？ 

いいえ 

はい 

ご本人と旧国保加入
者の収入金額の合計
は５２０万円未満で
すか？ 

はい 

いいえ 

はい いいえ 

 
３割 

いいえ 


